
＜休眠預金等の定義＞

１．休眠預金とは

　休眠預金等活用法第２条第６項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等

から１０年を経過した預金等をいいます。

２．最終異動日等とは

　休眠預金等活用法第２条第５項各号に規定する日のうち最も遅い日です。

３．異動とは

　当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。

（1）法定の異動事由

　引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額

　の異動等、休眠預金等活用法第２条第４項第１号に規定する事由

（２）休眠預金等活用法第２条第４項第２号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた以

　　下の事由

当金庫が認可を受けている異動事由
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当座預金 ○ ○ ○ － ○ － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ －

普通預金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
総合口座定期

預金の異動

貯蓄預金 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ －

納税準備預金 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ －

通知預金 － － － － － － － 〇 〇 － － － － － － － ○ ○ ○ －

期日指定定期預金 ○ ○ ○ － ○ － － 〇 〇 － － － － － － ○ ○ ○ ○ －

自由金利型定期預金（Ｍ型）

（スーパー定期）
○ ○ ○ － ○ － － 〇 〇 － － － － － － ○ ○ ○ ○ －

自由金利型定期預金

（大口定期預金）
○ ○ ○ － ○ － － 〇 〇 － － － － － － ○ ○ ○ ○ －

変動金利型定期預金 ○ ○ ○ － ○ － － 〇 〇 － － － － － － ○ ○ ○ ○ －

自動継続期日指定定期預金 ○ ○ ○ － ○
○
注2

－ 〇 〇 〇 － － － － － ○ ○ ○ ○
総合口座普通

預金の異動

自動継続自由金利型定期預金

（Ｍ型）（スーパー定期）
○ ○ ○ － ○

○
注2

－ 〇 〇 〇 － － － － － ○ ○ ○ ○
総合口座普通

預金の異動

自動継続自由金利型定期預金

（大口定期預金）
○ ○ ○ － ○

○
注2

－ 〇 〇 〇 － － － － － ○ ○ ○ ○
総合口座普通

預金の異動

自動継続変動金利型定期預金 ○ ○ ○ － ○
○
注2

－ 〇 〇 〇 － － － － － ○ ○ ○ ○
総合口座普通

預金の異動

定期積金（スーパー積金） ○ ○ ○ ○ ○ － － 〇 〇 － － － － － － ○ ○ ○ ○ －

ひがしんインターネット定期預金 － － － － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ －

後見制度支援預金　注６ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － － ○ ○ ○ －

○　お客様の申出によりお取引を実施することで、異動となる取引

－　お取引はございません

注１：記帳する取引がない場合、当座預金、定期性預金は異動として取り扱っておりません

注２：総合口座普通預金取引において通帳繰越発生時のみ定期性預金の記帳を行います

注３：記帳する取引がない場合、異動として取り扱っておりません

注４：お客様からの休眠預金等に関するお問い合わせに対して次に掲げる事項の全部又は一部をご回答した場合に限ります。

　　　　・当金庫名称及び店舗の名称　・預金等の種別　・口座番号その他預金等の特定に必要な事項　・預金等の名義人の氏名または名称　・預金等の元本の額

注５：総合口座において一方の預金（普通預金又は定期預金）に異動があった場合、他方の預金（定期預金又は普通預金）にも異動が発生したものとします

注６：平成３０年６月１日より取扱開始いたしました。
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